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ニ 「【補正の内容】」の欄には、「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に、「【出願番号】」の欄
を設けて、「意願〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように本意匠に係る意匠登録出願の番号を
記載するか、又は「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【登録番号】」の欄を設けて「意
匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠に係る意匠登録の番号を記載する。ただし、
その意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄を設け、そ
の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠
の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠に係る意匠
登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により


一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であつて、本意匠が含まれる複数意匠一括

出願手続の番号及び本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠

の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願（複数）」

のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の年月日を記載し、次に、「【整理番号】」

の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した

整理番号を記載し、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「本意匠が

含まれる複数意匠一括出願手続の整理番号〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意

匠一括出願手続の「【書類名】」の欄の次の「【整理番号】」を記載する。本意匠が複数意匠一

括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠である場合において、本

意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号が通知されており、かつ、本意匠の意匠登

録出願の番号が通知されていないときは、【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設

けて、「意願〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続

の番号を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続におい

て本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載する。


国際意匠登録出願について
の出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何
月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」


の欄

の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「」のようにハイフンを記載し、「（【手数料の表

示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号ＤＭ／〇〇〇〇〇〇、意匠番
号〇〇〇」のように本意匠に係る国際登録の番号と意匠の番号を記載する。

ニ 「【補正の内容】」の欄には、「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に、「【出願番号】」の欄
を設けて、「意願〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように本意匠に係る意匠登録出願の番号を
記載するか、又は「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【登録番号】」の欄を設けて「意
匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠に係る意匠登録の番号を記載する。ただし、
その意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄を設け、そ
の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠
の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠に係る意匠
登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。


国際意匠登録出願についての出願の番

号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出
の意匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】


」の次に「【整

理番号】」の欄を設けて、「」のようにハイフンを記載し、「（【手数料の表示】）」の欄の次
に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号ＤＭ／〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のよ
うに本意匠に係る国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
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［新設］
【書類名】 手続補正書（複数）

（【提出日】 令和 年 月 日）

【あて先】 特許庁長官 殿

（特許庁審査官 殿）

【事件の表示】

【出願番号】

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